
 

 

健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

 

２ 請願の審査 

 （１）請願第３３号 増え続ける障害者が安心できる居場所としての地域活

動支援センターを維持・発展させるために 18 年間据え

置かれている運営費補助金の早期増額を求める請願 

 

資 料 増え続ける障害者が安心できる居場所としての地域活動支援センタ

ーを維持・発展させるために 18 年間据え置かれている運営費補助金

の早期増額を求める請願 
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１．地域活動支援センターについて 【参考～国におけるサービスの提供体系～】

（１）国が示す地域活動支援センターの概要 　総合支援法に基づく支援サービスとして、国は主に「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」の２つ

根拠　： 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、「総合支援法」と の形態において実施をしています。

いう。）

＜厚生労働省ホームページ抜粋＞

定義　： 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進そ 　サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状

の他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。　【総合支援法第５条第２８項】 況）を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者

の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

規模　： 十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

【総合支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準】

根拠法
種類　： Ⅰ型　・・・　１日当たりの実利用人員が概ね２０名以上 目的

Ⅱ型　・・・　　　　　　　　〃　　　　　　　　 概ね１５名以上

Ⅲ型　・・・　　　　　　　　〃　　　　　　　　 概ね１０名以上

特徴
補助　：　 「地域生活支援事業」として、次のとおり市町村に対する補助を実施

　【補助率】 予算の範囲内で、　　　国　１／２以内　　　県　１／４以内

　【補助目安額】 Ⅰ型　６００万円

Ⅱ型　３００万円

Ⅲ型　１５０万円 実施手法
利用方法

（２）本市における地域活動支援センターの概要 主な事業

根拠　： 川崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例

川崎市地域活動支援センターＡ型運営事業実施要綱

川崎市地域活動支援センター（B・C・D型）運営事業実施要綱

種類　： A型　・・・　１日当たりの実利用人数が概ね１６名以上（国のⅠ型に相当）

B型　・・・　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　 １２名以上（国のⅡ型に相当） ＜通所事業の機能と利用者像のイメージ図＞

C型　・・・　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　 ８名以上（国のⅢ型に相当）

D型　・・・　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　 ４名以上（国基準無し＝国庫補助対象外）

機能　：

訓練等給付：訓練等の支援を提供するもの。
通所機能としては、就労移行支援、就労継続
支援、自立訓練がある。

介護給付：介護を伴う支援を提供するもの。
通所機能としては、生活介護等がある。

地方交付税による
自治体補助事業
６００万円

地域生活支援事業障害福祉サービス

総合支援法

本人の状況（サービス利用に関する意向、障
害の種類・程度・特性等、住居、介護者の有
無等）を踏まえ、サービス等利用計画等に基
づき、個々に必要なサービスの支給決定が行
われるもの

市町村等が実施主体となり、地域の特性や利
用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的
に実施するもの

基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことが
できるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的
に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ること（総合支援法より抜粋）

理解促進・啓発、意思疎通支援、相談支援、
成年後見制度利用支援等の事業がある。
通所機能としては、地域活動支援センター、
日中一時支援がある。

利用申込、利用契約等事業によって異なる支給決定を受けた上で利用契約

地方自治体が委託、補助等で実施国基準に基づき都道府県等が事業所を指定

資料

A型 B型、C型、D型

対象者
外出困難等、専門的支援を要する者を
含む精神障害者

通所可能な身体・知的・精神障害者

職員配置
・施設長１名
・精神保健福祉士、社会福祉士等１名
・指導員２名

・施設長１名
・指導員２名（うち１名は施設長と兼務
可）

役割

・相談支援事業
・専門職員の配置による福祉及び地域
の社会基盤との連携強化
・地域住民ボランティア育成
・普及啓発等

・創作的活動、生産活動の機会の提供
・社会との交流促進等

週６日以上、　概ね１０～２０時 概ね週５日以上開所日時

本件請願の対

象施設

少

多

居場所 訓練

機能

必
要
な
支
援
量

生活介護

就労移行支援

就労継続支援

自立訓練

地域活動支援センターBCD型

地域活動支援センターA型

増え続ける障害者が安心できる居場所としての地域活動支援センターを維持・発展させるために

１８年間据え置かれている運営費補助金の早期増額を求める請願
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（３）本市における地域活動支援センター（B、C、D型）の現状 ２．障害者の通所サービスの提供について
①　令和６年度の事業所数、実利用者数及び予算額

（１）１８～６４歳の障害者数推移

②　補助金体系

　「川崎市地域活動支援センター( B・C・D 型)運営事業補助金交付要綱」に基づき補助

（２）通所施設数推移

③　補助金（給付費）請求の考え方

　・地域活動支援センター ２時間以上の利用者を対象に、B、C、D型の区分に応じて定額補助 ※　「訓練等給付」は、個別の支給決定に基づき提供される「障害福祉サービス」の１つのカテゴリー。就労や生産

　・訓練等給付 ３時間以上の利用者を対象に、単価×日数で計算し給付 　活動の機会の提供や、就労に必要な知識や能力向上のための訓練等を行う「就労継続支援A・B」や、自立した

　日常・社会生活ができるよう身体機能、生活能力の維持・向上のための訓練を行う「自立訓練」等がある。

　　【補助に関わる対応経過】 　【給付負担率】 国　１／２ 県　１／４ 【基準額】 なし

　　　平成２７年度 家賃補助を引き上げ　（C型　１６０→１８０万円、　D型　１２０→１６０万円）

　　　令和３～５年度 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、補助金単価の計算に用いる実利用

人数を、令和元年度または当年度のいずれか多い方でカウント可能とした

　　　令和６年度 補助金単価の計算に用いる実利用人数について、小数点第１位を四捨五入

から切り上げに変更 （３）施設利用者数推移（１月当たり）
　　　令和５～７年度 物価高騰対策として、「川崎市介護・障害福祉サービス事業所等物価高騰対策

支援事業」に基づく補助金を別途交付

　【参考】

　　A型　・・・　「川崎市地域活動支援センターＡ型運営事業補助金交付要綱」に基づき補助

11,318 11,234 10,933 11,033 11,006 
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訓練等給付（※）

就労継続支援B型 就労継続支援A型

自立訓練

・地域活動支援センター：１１年間で１１か所減。閉鎖または訓練等給付への転換。

・訓練等給付：１１年間で７０か所、１２７％の増加。

B型 C型 D型 加算等 合計

設置数（か所） 15 16 23 - 54

うち身体 5 8 4 - 17

うち知的 3 4 9 - 16

うち精神 7 4 10 - 21

実利用者数（人） 126 129 143 - 398

R6予算額（百万円） 247 185 255 134 821

うち一般財 213 168 255 134 770
割合 86% 91% 100% 100% 94%

単価 内容等

運営費 20,000 人件費、需用費、役務費等

家賃 3,000 事業所賃借料

夜間電話相談 1,500 ５千円×実施日数

重度障害者支援加算 50 １人６か月あたり

支援体制強化加算 500 国家有資格者を配置（２人まで）

基本

実績
加算

内容等

B型 C型 D型

運営費 12,500 10,500 9,500 人件費、需用費、事務費等

家賃 2,000 1,800 1,600 事務所賃借料

目標工賃達成加算 1,000 平均工賃１５千円以上

就労移行支援加算 1,000 ６か月以上の継続雇用

重度障害者支援加算 50 １人６か月あたり

支援体制強化加算① 1,000 個別支援計画を作成

支援体制強化加算② 500 国家有資格者を配置（２人まで）

個別給付移行支援加算 4,000 障害福祉サービスへの移行（２年間）

単価

基本

実績
加算

（千円）

528 463 398 
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地域活動支援センター

1,111 1,539 
2,481 

0
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訓練等給付

・地域活動支援センターの利用者は１０年間で▲１３０人、▲２５％

・就労継続支援A・B、自立訓練の利用者は１０年間で＋１,３７０人、＋１２３％

（か所） （か所）

（千円）

※３月実績

51
62

55

125
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（４）地域活動支援センターと訓練等給付（就労継続支援、自立訓練）の経費 ②　実績加算

①　令和６年度決算

（３）利用者数の考え方

②　利用者１人あたりの年間単価（令和６年度決算ベース）

４．請願事項に関する本市の考え方
【これまでの経過】

●　 平成２５年の総合支援法施行以降、「訓練等給付」による通所事業を選択する利用者が増加する

　一方、地域活動支援センター（Ｂ、Ｃ、Ｄ型）の利用者は逓減傾向となっています。

●　 そうした中においても、地域活動支援センター（Ｂ、Ｃ、Ｄ型）は、訓練等給付による通所事業に

　なじまない方の通いの場として、重要な役割を果たしています。

※３月の利用実績で計算 ●　そのため、本市においては、各センターに対して、新規利用者の獲得を促すとともに、機能の維

　持・向上に向けた、次の支援を実施してまいりました。

　　・　民間団体の自主事業である本事業に対し、国目安を大きく上回る補助を実施

・地域活動支援センターは、国の「地域生活支援事業」に基づく国庫・県費補助の対象（項番１（１）参 　　・　国基準を満たさないＤ型を独自に設定し、事業目的を達することができると考えられる最低単位

　照）だが、基礎部分の６００万円は地方交付税による補助のため、本市は受け取ることができない。 　　　の活動についても、一般財にて補助を実施

・国庫・県費補助の割合が定められているが、国の予算の範囲で補助されることから、歳入において 　　・　家賃補助額を引き上げるとともに、支援の質の向上や成果に対する加算を創設

　実際は、補助目安額を大幅に下回る状況となっており、国の制度上、地方自治体の負担割合が 　　・　利用者数のカウントについて配慮（小数点第一位を四捨五入から切り上げに変更）

　大きい仕組みとなっている。 　　・　物価高騰に関する補助を、令和５年度以降毎年実施

・本市のＤ型は補助を受けられない。 　　・　訓練等給付への移行を目指す事業所に対する補助、相談の実施

●　また、精神障害者に多い、外出が苦手で引きこもりがちな方の相談機能として、区役所や２６か

３．他都市の状況（本市を含む１４政令市） 　所の障害者相談支援センターが対応しているほか、各区に設置している地域活動支援センター

　Ａ型においても、様々な支援を行っています。

（１）種類ごとの実施状況 （２）補助金額の状況
　 ①　運営費、家賃 【経費負担】

●　地域活動支援センター及び訓練等給付に対する国の補助（負担）制度が異なること、さらには地域

　活動支援センターに対する補助金がいわゆる補助割れを起こしていることから、１人あたり支援するた

　めの本市負担額に、３倍以上の差が生じている。

【本市の考え方】
　※　自治体により未実施の施設種類あり ●　本市としては、厳しい財政状況の中でできる限りの工夫を行いながら、障害のある方の日中活

　※　自治体によっては種類の考え方に違いがあることから、最も近い種類に分類し集計 　動の場を維持するために、取り組んでいるところです。

●　今後についても、公費の効果的な活用の観点からも、各地域活動支援センターには新規利用

　者の獲得を促しながら、適切に支援を実施するよう働きかけてまいります。

12 

742 

地域活動支援センター

国・県補助 一般財

3,014 

1,152 

訓練等給付

国・県負担 一般財

31 

1,864 

地域活動支援センター

国・県補助 一般財

1,432 

547 

訓練等給付

国・県負担 一般財

決算額

約４,１６５百万円
決算額

約７５４百万円

単価

約１,８９５千円
単価

約１,９７９千円

B型（Ⅱ型） 12

C型（Ⅲ型） 13

D型（－） 6

実施都市数
種類 国目安 平均 本市

B型（Ⅱ型） 9,000 11,851 14,500

C型（Ⅲ型） 7,500 9,382 12,300

D型（－） － 7,080 11,100

（都市）
（千円）

種類 国基準 国基準通り 基準緩和

本市

B型（Ⅱ型） 概ね15名以上 6 6 11.1名以上

C型（Ⅲ型） 概ね10名以上 7 6   7.1名以上

D型（－） 補助対象外 － 6   3.1名以上

加算内容

目標工賃達成に関わる加算

就労移行に関わる加算

重度障害者支援に係る加算

職員配置の強化に関わる加算

支援の質の向上に関わる加算

訓練等給付への移行に関わる加算

○

○

○

実施自治体数
（本市を除く）

1

3

○

本市

9

0

7その他の加算

○

○ 0

3

（都市）

（都市）

98.4％

27.7％
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